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町からのお知らせ

　犬を飼う方には、狂犬病予防法において、犬の登録（生涯に１回）と狂犬病予防接種（毎年１回）を受けさ
せることが義務付けられています。狂犬病は発症すると動物だけでなく人間もほぼ１００％死亡してしまう恐ろ
しい病気です。室内で飼っていても必ず接種してください。
　狂犬病の予防注射と注射済票（プレート）の交付を一度にできる集合注射を、別表のとおりに開催しますので、
ぜひ集合注射をご利用ください。

日程 時間 場所
４月９日（木） 午後１時 30 分～ 2 時 30 分 基山町保健センター西側

４月 12 日（日） 午前９時～ 10 時 基山町保健センター西側

４月 16 日（木） 午前 10 時～10 時 30 分 弥生が丘まちづくり推進センター

４月 26 日（日） 午前９時～ 10 時 鳥栖市役所

令和２年度 狂犬病予防集合注射日程表

※時間厳守でお願いします。また、鳥栖市、みやき町、上峰町の集合注射会場でも
　接種を受けることができます。日時や場所等の詳細は、各市町にお問い合わせ
　ください。新規登録の手続きや狂犬病予防注射済票の交付は、まちづくり課
　（役場２階）にお越しください。

狂犬病予防の集合注射及び注射票（プレート）の交付について
問 まちづくり課　生活環境係　☎９２－７９４１

令和 2 年度

やよいがおか 鹿毛病院
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（鳥栖市弥生が丘２丁目 146-3）

▽集合注射に必要なもの
・注射料及び注射済票交付手数料（１匹あたり３，２５０円）
　未登録の犬は、別途、登録手数料（３千円）が必要です。
・問診票記入済みの案内はがき
　はがきは、登録されている飼い主に３月下旬に送付します。
▽集合注射時の注意事項
・過去には、県内の集合注射会場で、咬傷事故が発生しました。会場には犬を制御できる方が必ずお越しく
   ださい。
▽届出が必要なこと
　次の場合は、役場への届け出が必要です。
・犬が死亡したとき　・住所、飼い主が変わったとき

『子どもの医療費受給資格証』交付申請をお願いします
問 こども課　こども家庭係　☎９２－７９６８

新小学一年生は

　４月から新小学一年生になられるお子さまの『子どもの医療費受給資格証』の有効期限は、令和 2 年 3 月
31 日までです。就学後の資格証の交付手続が必要となりますので、期間内に申請手続をお願いします。
▽申請期間
　３月 10 日（火）～ 3 月 31 日（火）
▽申請場所
　基山町役場　１階　こども課　（※郵送での申請も受付しますのでお問い合わせください。）
▽申請に必要なもの
　①通知書（対象者へ郵送しています）
　②子どもの医療費受給資格認定申請書
　　※申請者と被保険者の押印を忘れずにお願いします。（認印可、スタンプ式印不可）
　③お子さまの「健康保険被保険者証」
　④振込先口座のわかるもの
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下水道の使い方に関するお願いお 願 い   
問 建設課　☎９２－７９６３

　下水道は、皆さんが使用して汚れた水をきれいにするための施設です。間違った使い方をすると、下水道の機
能が半減し、他の方へ迷惑がかかってしまいます。快適な生活環境のために、下水道を正しく使いましょう。

▽下水道使用に関するお願い
　①トイレに異物を流さない
　　水に溶けない紙や紙おむつ、たばこ、ビニール、ゴムなどの異物を流すと詰まりの原因となります。
　　また、ティッシュペーパーも水に溶けにくいので流さないでください。
　②台所のゴミ、食用廃油は流さない
　　野菜くずや残飯、天ぷら油などの廃油を流すと、管を詰まらせる原因になります。使用済みの油は市販の
　　薬品で固めて、燃えるごみとして処分してください。
　③アルコールやガソリンなどは流さない
　　アルコールやガソリン、灯油などを流すと、管の中でガス化して爆発を
　　起こすことがあります。絶対に流さないでください。
　④下水道管の近くに植樹しない
　　下水道管の近くに植樹すると管に木の根が侵入し詰まりや破損の原因
　　となります。

あん摩・はり・きゅう等施術券の申請について
令和 2 年度

問 福祉課　高齢福祉係　☎９２－７９６４申

　町では、高齢者の心身の健康保持を目的に、65 歳以上の方の「あん摩・はり・きゅう等の施術料」について
助成を行っています。施術券の発行を希望される方は、申請の手続きを行ってください。また、未使用の旧施
術券（ピンク色）をお持ちの方は返還してください。
▽対象者
　基山町に住所を有する 65 歳以上の方（65 歳になられる月から申請可）
　※対象者への個人通知は行っていません。
▽施術券の内容
　施術券は、申請日の属する月から当該年度末までの月数に２を乗じた枚数を交付し、施術 1 回につき
　1,000 円以内を助成します。ただし、町指定の施術師にて施術を受けた場合に限ります。
▽利用上の注意　　ひと月に利用できる施術券は 4 枚までです。ご注意ください。
▽申請期間　　3 月 25 日（水）から随時受付
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コ ラ ム

【事例】
４年前に訪問販売で「料金が安くなる」と、プロパ
ンガスの切り替えを勧められて契約した。しかし、
半年後に単価と基本料金を値上げされ、その後も
値上げが続き、契約時より随分高くなってしまった。
納得できない。（６０歳代　女性）

【アドバイス】
・強引に契約を勧められても、必要が無ければ、きっ
ぱりと「契約するつもりはありません」と断りましょう。
・「今より安くなる」と勧誘されても、その料金がい
つまでも続くとは限りません。契約する場合は料金

出典：国民生活センター　見守り新鮮情報第 332 号より

交通安全を心がけましょう！　新入生のみなさんへ
問 住民課　くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１

新 1年生になるみなさんへ

みんなで守
まも

ろう交
こうつう

通ルール！

①道
どうろ

路にとびださない！

②信
しんごう

号を守
まも

ろう！

③道
どうろ

路を渡
わた

る前
まえ

には「右
みぎ

・左
ひだり

・右
みぎ

」の安
あんぜんかくにん

全確認

④道
どうろ

路で遊
あそ

ばない

保護者の皆さんへ

・お子さんと一緒に通学路を歩き、道路の危険箇所
について子どもと一緒に考え、どのようなことに注
意するべきかを、具体的にアドバイスしてください。
・お子さんが自転車に乗るときは、必ず
ヘルメットを着用させてください。
・ご家庭でもお子さんに対して、交通ルー
ルを繰り返し教えるようお願いします。

コ ラ ム プロパンガス会社を変更するときは慎重に
問 住民課　くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１

などの契約内容をよく確認し、不明な点は事業者に
確認しましょう。
・契約先を変更することで、もとの契約先との間で
解約料等が発生する場合もあります。契約書などで
解約条件等を確認しておきましょう。

（鳥栖警察署 ☎ 83 －２１３１）や消費生活センター
（☎ 188）等にご相談ください。
・佐賀県ＬＰガス協会鳥栖支部（電話８２―２７３５）
にもご相談できます。

犬・猫の多頭飼育は
届出が必要です

お 願 い   

問 鳥栖保健福祉事務所　☎８３－２１６２

　佐賀県では、平成 20 年から動物の健康と安全を守
るために「佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例」
において、生後 90 日以上の犬及び猫を合わせて 6 匹
以上飼っている方に対して、保健福祉事務所への届出
を義務付けています。
　多数の犬及び猫を飼う方は、その動物の習性等をよ
く理解し、適切な飼育を行っ
てください。また、鳴き声や臭
いなどによって周辺住民の方に
迷惑をかけないように努める
必要があります。

紹　介   佐賀県ふるさと水と土
指導員を紹介します

問 産業振興課　☎９２－７９４５

　基山町でアスパラ栽培を営まれている増永和子さん
が、令和 2 年 2 月に「佐賀県ふるさと水と土指導員」
として認定されました。
　ふるさと水と土指導員とは、棚田や水路・ため池な
どの農地や農業用施設の保全を目的とした地域住民
活動を推進し、指導・助言等を行う地域のリーダーと
して活躍が期待されます。

▽指導員名
　増永 和子 さん




